
都市の３Ⅾデジタルマップの実装に向けた産学官ワーキンググループ（第８回） 

議事要旨 

 

日時：令和６年３月 25日(月) 13時 30分～15時 00分 

場所：オンライン開催 

 

＜WG での主な意見＞ 

 オープンデータ化にあたり、属性情報が個人情報保護法以外の法令にて公開制限される場合があるた

め、公開可否は慎重に判断すべき。 

 都内半数の自治体では３D デジタルマップへの関心が高まっている一方、残り半数の自治体に対して

具体的な活用事例や取組内容を共有するなど、基礎自治体でのデータ活用の促進が重要。 

 基礎自治体が３D デジタルマップを活用する際、通信環境・端末性能の改善等が課題となる場合が多

いのでは。 

 都内の３D デジタルマップを整備した知見を基礎自治体に共有し、引き続き取組を推進いただきた

い。 

 整備したデータがオープンデータとなり、民間企業の様々なサービスに活用が見込まれることから、

利用者からの意見・要望等を受け止めながら取組を推進いただきたい。 

 東京都の３D デジタルマップの取組や、国交省の PLATEAU の取組が進んでいくなか、それらは民間

企業が広くデータを活用していく時代を作るうえで重要な位置づけになっていく。 

 

＜今後のスケジュール＞ 

 令和６年度の島しょ部の整備状況報告に加え、更新体制や要件定義書・製品仕様書等について議論し

ていく予定。 

 

以上 


